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lC14 独 法の非公務員化制度構築に 関する考察 

中島一郎 ( 東北大 ) , 0 清水苔 雄 ( 経 産省 ) 

本稿では、 研究開発目的の 独立行政法人 ( 以下 : 独法 ) における非公務 
員型 制度設計、 中でも兼業制度に 関し、 平成 1 7 年度から非公務員型に 移 

付 した ( 独 ) 産業技術総合研究所 ( 以下 : 産 総研 ) を事例としっ っ 、 考察 
する。 非公務員化に 際し見直しを 行った採用制度、 人材交流制度など 様々 
な人事制度の 中でも、 研究成果の移転促進やべンチャー 振興に広く関連す 
る 兼業制度の設計には、 国家公務員法の 制約をはずれるに 捺し、 様々な視 
点からの検討が 必要であ る。 本稿では、 まず現在の国家公務員法下での 兼 

業 制度の考え方とその 運用の考え方、 その制度上において 兼業ニーズを 具 

体化する際の 制約等を示す。 最後に、 これらの制約条件を 踏まえて産総研 
が 非公務員型に 移行するに際して 行った兼業制度設計の 事例を示すとと 
もに， 併せて今後に 向けての更なる 検討論点を考察する。 

] . 口実公務員法 下 における兼業制度の 現状と論点 

国家公務員法体系のもとで 現在認められている 兼業制度においては、 研究 
者がべンチャ 一企業の役員となるにも 制約が多いこと ，基本的に「時間覚 
兼業」しか認められていないこと 等から円滑な 成果の移転には 制約が大き 
い。 具体的論点を 整理すると、 以下に示すよ う に 、 ①兼業の役職などの 形 

式 が限定的、 ②兼業の勤務形態が 硬直的、 ③出資基準が 不明確、 といった 
主として 3 つの問題があ げられよ う 。 

(U 兼業の役 珪 制限など 
現在、 国家公務員法上の「職務専俳義務」等に 例外を設ける 形で ， 大き 

く 2 種類の兼業が 認められている。 ベンチャ一企業の 役員などを兼業する 
ことを認める いわ める「 103 条兼業 ( 営利企業の役員兼業及 び 自営いと、 
大学教官などを 認める「 104 条兼業 (103 条以外の兼業 ( いわかる 「一般 

兼業」 )) 」であ る。 このうち「 103 条兼業」には ，基本的に (a) 技術移転 事 

業者 (TLO) 役員、 (b) 研究成果活用企業役員、 (c) 監査役、 の 3 タイプしか 
認められていない。 

(2 ) 兼業に捺しての 勤務形態の柔軟性欠如 
現行の国家公務員法体系においては、 兼業は原則的に「勤務時間覚」に 

行 う ものとされてきた。 従って 、 例えばべンチャ 一企業立上げ 時の集中的 
な兼業や遠隔地での 大学教官等といった 3 日以上連続して 所属部署に出 
勤 出来ない勤務 日 が発生する兼業は 、 実質的に不可能であ った。 

①勤務時間内兼業が 困難 
国家公務員の 職務専念義務を 考えれば、 勤務時間中に 兼業を行 う という 
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考えがそもそも 認められてこなかった。 例外は、 平成 1 4 年度に開始され 
た 「構造改革特別区域における 役員兼業」 及び 16 年度から運用が 認めら 

れた 「大学教官との 兼業」 のみであ る。 

②出張期間中の 兼業に制約 
出張期間中の 兼業については ，出張の期間全体が 本来業務であ ることか 

ら、 その期間の兼業は 時間内兼業となるため、 原則， 認められていない。 

③休職をしての 兼業が困難 
研究成果活用企業の 役員兼業のみに 休職が認められている ( 人事院規則 

Ⅱ -4) 。 すな ね ち、 役員としてべンチャ 一企業の運営に 深く関与するとい 
うのであ れば休職が可能であ るが、 他の形の兼業に 対しては休職をすると 
いう 選択肢がとれず、 柔軟性に欠けるのが 現状であ る。 

(3 ) ベンチャ一企業への 出資基準が不明確 
ベンチャ一企業との 役員兼業に除して、 経営へのより 強い関与を求める 

場合、 自ら出資 ( 末 公開株，ストックオプションの 取得など ) を行うこと 

が 想定される。 兼業先の経営へのコミットメントの 証であ ると前向きに 考 

えることも可能であ るが、 出資の適否に 関しては、 国家公務員倫理法に 基 

づく利害関係者か 否かという判断に 加え、 利益 相 反のチェックが 必要とな 

る 。 

2 . 非公務員型 独 法における兼業制度設計の 事例検討 

( ] ) 基本的な考え 方 

平成 1 7 年度からの産総研の 新たな制度設計の 考え方を以下に 示す。 研 
究 開発を業務とする 公的組織においては ，研究成果の 社会への還元は ，そ 
の 重要な役割の 一 つ であ る。 その達成手段には 知的財産権 のライセンシン 
グ など様々なものがあ るが、 兼業もそうしたポートフォリオの 中に位置づ 
けられる。 そうした観点から 制度設計に際しての 視点は 2 つであ った。 第 

一に柔軟な制度であ る。 例えば、 ベンチャー創業に 除し発明者以外の 役員 
兼業等を可能にした。 第二に、 倫理規程、 利益 相反 ルール等のルールを 透 
明 性をもって整備することであ る。 独 法の主たる活動資金が 公的な性格の 
資金であ ることを考えても、 私的利益の追求との 疑念を社会から 持たれな 
いような制度整備が 不可欠であ った。 

( 2 ) 制度設計 
] ) 兼業をすることが 可能な者の拡大 
①役員兼業対象者を 「発明者等」 以外へ拡大 

研究は一般にグループで 行 う ものであ り、 例えば べンテャ一 起業を行 う 

者が「発明者等」に 限られることは 現実的ではない。 その範囲については、 

研究成果の製品化の 過程で必要となる 異分野の研究などに 関与した者も 
含め、 ベンチャ一企業設立に 除しての骨格となる 研究成果に関与している 
者とした。 

②役員兼業対象者を 事務系職員へも 拡大 
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事務系職員についても、 その知見を活用してべンチヤ 一企業創業・ 運営 

に関与出来るよう 役員兼業を可能とした。 例えば、 ベンチャ一企業の 支援 

部門 (e. g, 財務、 法務 ) への参画や、 特定業務 (e. g. 環境安全分野など ) 
のノウハウを 生かした兼業などが 考えられる。 

2 ) 兼業形態の多様化 
多様な兼業形態を 可能とするために 以下の様な兼業形態を 認めた。 

①「侍医での 役員兼業及 び 大学の教官」以覚の 勤務時間内兼業 ( 継続案件 ) 

現在は知的特区内のみで 時間内兼業が 認められているが ，給与の減額が 

なされると共に 業績手当、 定期昇給にも 影響が出るなど、 兼業者には不利 

な条件となっている。 組織として兼業を 支援するという 観点から、 給与は 

減額するものの、 他に不利な条件がないよう 再 設計を行った。 

②研究成果活用企業での 役員兼業以外の 休職兼業 

休職期間の上限年数は ，現行どおり 3 年まで ( 2 年まで更新可能 ) とし 

た。 ただし、 従来、 退職手当の算定に 際し当該休職期間の 在職期間算定上 
の 扱いは 2 分の「相当と 計算されていたものを、 今後は退職手当に 影響が 

出ないよう休職期間も 全て在職期間として 計算する形とし、 兼業休職を取 

得しやすくした。 

③大学教官との 兼業以外の年次有給休暇を 取得しての兼業 
現在認められている 大学教官以覚との 兼業であ っても有給休暇を 取得 

しての兼業を 認めた ( 注 : 平成 16 年 4 月 1 日 より大学教官との 兼業につ 
いては年次有給休暇を 取得しての兼業が 可能となっている。 ) 。 

3 ) ベンチヤ一企業への 出資基準の明確化 
従来の公務員倫理法に 準ずる形の倫理規定を 独自に設け、 利害関係者の 

明確化を図った。 更に利益 相反 ルールを見直し、 定期的な テェック のみな 

らず、 利益 相 反の発生に繋がる 可能性のあ る活動に捺し 随時チェックをで 
きる体制を構築した。 

( 3 ) 兼業に対する 制約条件の考え 方 

基本的に柔軟な 制度を設けたが ，本務とのバランスも 考えっ っ 、 兼業時 
間 、 報酬については、 1 6 年度以双と同水準の 一定の制約条件 ( 例えば、 

時間外兼業はⅠ 日 6 時間まで等 ) を 継続することとした。 

3 . 結論および今後の 検討課題 
以上のように、 柔軟な兼業制度と 明確な倫理関係規定・ 利益 相反 ルール 

の設定、 という 2 本の柱で整理することで、 兼業ルールの 大きな骨格を 明 

確にすることが 出来ると考える。 一方、 今回の兼業制度の 設計に除して、 

様々な人事制度設計にとっての 制約条件となる 論点も明らかになった。 今 

後、 非公務員型 独 法の活動が活発化して い く ぅ えで、 これらの点をさらに 

検討する必要があ る。 具体的には以下の 2 点であ る 

( ] ) 国家公務員共済組合の 制約 

公務員型 独 法の利用する 社会保険制度は 非公務員化後も 国家公務員共 
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済 であ るケースが大半と 考えられる。 共済組合員資格を 継続するための 条 

件 が厳格であ るため、 例えば，時間内兼業を 行い実質的に 短時間勤務とな 
る場合に、 共済組合の加入資格であ る「常時勤務することを 要する者 ( 共 

済 組合法 2 条 1 項 1 昔日 ) 」を満たさない 可能性があ る。 短時間勤務によ 
る 共済加入資格問題は、 兼業制度のみならず 育児休業制度を 拡張する場合 
など、 様々な執務条件の 運用の柔軟化を 追求する際に 制約条件となり ぅる 。 

( 2) 利益 相反 ルールの 精 純化 ( ベンチヤ一企業への 出資ルール ) 
ベンチャ一企業への 出資が可能な 者の範囲をいかに 設定するかは 難し 

い 論点であ る。 産 総研の新たな 制度設計においては、 当該ベンチャ 一企業 
と 役員兼業をしている 者のみに限定することとしたが、 ベンチャ一企業の 
資金調達機会を 制限することにもなりかねず、 利益 相反 ルールとのバラン 
ス など引き続き 検討が必要であ る。 

に
 
点
の
る
 

本稿に示した 兼業制度設計上の 論点は、 平成 17 年度から非公務員型 
移行した産業技術総合研究所の 実例を踏まえたものであ る。 これらの論 
が 、 今後、 地方自治体における 独法も含め，公務員型から 非公務員型へ 
移行に除しての、 具体的な制度設計への 一つの先行事例として 参考にな 
ことを期待するものであ る。 

  産 総研の第 2 期中期目標期間における 人事制度体系図   

  多様なキャリアバスを 交接する育成 策 。 

退 取手当・定年制度 
  キャリアパスとリンクした 退職手当   定年制度。 
  H18 ヰ から H25 年にかけて   現行の 60% 定年 
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( 図 1 ) 産 総研の人事制度体系図 ( 資料 ) 産 総研資料に基づき 作成 
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